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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出したことに伴い、平成28年１月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するとともに、記載事項の一部に訂正すべき事項があります

ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

 

２．【訂正の内容】

※下線部＿＿＿は訂正部分を示します。

 

 

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

（以下「ファンド」といいます。）

＜訂正後＞

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

ただし、愛称として「対話の力」という名称を用いることがあります。

（以下「ファンド」といいます。）

 

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

①～②（略）

③　基本的性格

（略）

＜属性区分定義＞

１．投資対象資産による
属性区分

：株式　一般
※大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。

２．～３.　　　　　 　　　：　　　（略）

（略）

④　ファンドの特色

（略）

　◆参考指数はTOPIX（配当込）とします。ただし、参考指数にとらわれずに運用いたします。

（略）

（以下、略）

＜訂正後＞

①～②（略）

③　基本的性格

（略）

＜属性区分定義＞

１．投資対象資産による
属性区分

：株式　一般
※目論見書又は投資信託約款において、主として株式のうち大型
株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載
があるものをいいます。

２．～３.　　　　　 　　　：　　　（略）
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（略）

④　ファンドの特色

（略）

　◆参考指数はTOPIX（配当込み）とします。ただし、参考指数にとらわれずに運用いたします。

（略）

（以下、略）

 

 

（3）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

②委託会社の概況

ａ．資本金　　　　　25億円（平成27年10月末日現在）

ｂ．（略）

ｃ．大株主の状況（平成27年10月末日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

スパークス・グループ株式会社
東京都品川区東品川二丁目２番４
号　天王洲ファーストタワー

50,000株 100％

＜訂正後＞

①（略）

②委託会社の概況

ａ．資本金　　　　　25億円（平成28年５月末日現在）

ｂ．（略）

ｃ．大株主の状況（平成28年６月13日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

スパークス・グループ株式会社
東京都港区港南一町目２番70号
品川シーズンテラス

50,000株 100％

 

 

２【投資方針】

（3）【運用体制】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針（3）運用体制」については、

以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 3/46



（平成28年５月末日現在）

①当ファンドでは、上記の運用チームが主に運用を担当しており、下記の意思決定プロセスに基づき、運

用を行います。

②意思決定プロセス

a.運用指図の意思決定は「投資信託に係る運用管理規程」に従い、「投資政策委員会」において、投資

環境の分析、市場動向見通し策定、期待リターンとリスクの予測などを実施、「運用計画書」におい

て、運用戦略を審議の上、行われます。

b.ファンドマネージャーは「投資政策委員会」（10～20名程度）において承認された運用戦略に基づ

き、「投資信託に係る運用管理規程」に従い、実際の投資活動を行います。投資政策委員会は、運用

部門、リスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門の責任者等をもって構成します。

③議決権の行使指図に関する基本的考え方

当ファンドは、主として個別企業調査を重視したボトムアップ運用を通じ、当該企業の経営方針、コー

ポレートガバナンス等を調査、理解のうえ、議決権行使に関する指図を行います。議決権行使にあたっ

ては、各議案が企業価値向上に資するか否かを判断基準とします。

④委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

受託会社（再信託受託会社を含む）に対して、受託業務に関わる内部統制について評価する監査人の業

務に関する基準に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受け取ってお

り、また必要に応じて運営体制について実査することとしております。

※ファンドの運用体制等は、今後変更される場合があります。

 

 

３【投資リスク】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　３　投資リスク」については、以下のとお

り更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞
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基準価額の変動要因

当ファンドは、主として国内の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額

は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さ

まに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、預金保険の対象外です。登録金融機関

による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。

(1)株価変動リスク

一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に

応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく

可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合が

あります。

(2)中小型株式等への投資リスク

当ファンドは、中小型株式等へも投資します。こうした株式は、比較的新興であり、発行済株式時価総額

が小さく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資はボラ

ティリティ（価格変動率）が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安値で売

却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。

(3)少数銘柄への投資リスク

当ファンドは、投資先企業に対して、積極的に企業価値向上に資する施策の提言を行うために、ファンド

の資産規模が小さい場合には　少数の銘柄に投資することとなります。そのため、市場動向にかかわらず

基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。

(4)信用リスク

組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行

が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることが

あります。

(5)一部解約による資金流出に伴うリスク

当ファンドの一部解約による資金流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の解約が

あった場合、解約代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならないことがあります。その際

には、市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあります。

(6)運用制限に伴うリスク

当ファンドの運用は、規制上または社内方針等により売買を制限されることがあります。委託会社または

その関連会社（以下「委託会社グループ」）が投資を行っている（検討している場合を含む）銘柄も含

め、特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限される場合があります。ま

た委託会社グループが行う投資または他の運用業務に関連して、当ファンドにおいて投資にかかる売買を

制限されることがあります。従って、これらにより当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

＜その他の留意事項＞

●システムリスク・市場リスクなどに関する事項

　　証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策

の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されること

があります。このような場合、一時的に換金等ができないこともあります。また、これらにより、一時

的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。

●法令・税法・会計方針などの変更に関する事項

　　ファンドに適用される法令・税法・会計方針などは、今後変更される場合があります。

●購入・換金申込等に関する留意点

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換

金申込受付を中止することができます。

・ファンド設定当初より平成28年11月30日まではクローズド期間とし、原則として換金のお申込みはでき

ません。
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＜その他の留意点＞

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は

ありません。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収

益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益

分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運

用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信

託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

＜リスクの管理体制＞

委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク範囲内

で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門によりモニタリング等の

リスク管理を行っています。

 

 

　　　※上記リスク管理体制は平成28年５月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】

（5）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

原則として、益金不算入制度※、配当控除の適用が可能です。

※株式投資信託（一部のETFを除く）に係る益金不算入制度は、法令改正により、平成27年4月1日をもっ

て廃止され、同日以後に開始する法人の事業年度については適用されません。

＊上記は平成27年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合が

あります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

①　個人、法人別の課税について

１）個人の受益者に対する課税

・収益分配金に対する課税

（略）

・解約金および償還金に対する課税

（略）

　解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当

所得および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等との損益

通算が可能です。

２）（略）

②～③（略）

（注）上記は平成27年10月末日現在のものです。

税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（注）少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

毎年、年間100万円（平成28年１月１日以降、年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投

資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当

所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社

で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年１月

１日より20歳未満の方を対象とした未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」の口座開

設の受付が開始され、平成28年４月１日より年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信

託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となる予定です。詳しくは、販売会社に

お問い合わせください。

＜ご参考＞
（略）

表（略）
 
※上記は、平成27年10月末日現在の情報をもとに記載しています。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円（平成28年１月
１日以降、年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所
得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設
するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年４月１日より年間80万円の範囲
で20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」が適用される予定です。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
（略）

＜訂正後＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

原則として配当控除の適用が可能です。
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＊上記は平成28年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合が

あります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（略）

①　個人、法人の課税について

１）個人の受益者に対する課税

・収益分配金に対する課税

（略）

・解約金および償還金に対する課税

（略）

　解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場株式等

の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能です。

　また、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等との損益

通算も可能です。

２）（略）

②～③（略）

（注）上記は平成28年５月末日現在のものです。

税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（注）少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」及び未成年者少額投資非課税制度「ジュニア

ＮＩＳＡ」をご利用の場合

　毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が

一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご

利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり

ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜ご参考＞
（略）

表（略）
 
※上記は、平成28年５月末日現在のものです。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」及び未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮ
ＩＳＡ」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一
定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）
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５【運用状況】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５運用状況」については、以下のとおり更

新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

以下は2016年5月31日現在の状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

(1)【投資状況】

資産の種類 国名
時価合計 投資比率

(円) (％)

株式 日本 1,239,396,700 88.35

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 163,453,683 11.65

合計(純資産総額) 1,402,850,383 100.00

　

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄）

順

位

国/地

域
種類 銘柄名 業種 数量

上段：簿価単

価（円）

下段：評価単

価（円）

上段：簿価金

額（円）

下段：評価金

額（円）

投資比

率

（％）

1 日本 株式 ヤマハ その他製品 33,000
2,811.92 92,793,360

7.90
3,360.00 110,880,000

2 日本 株式 サンゲツ 卸売業 47,200
1,981.46 93,524,698

6.94
2,062.00 97,326,400

3 日本 株式 オカモト ゴム製品 75,000
1,033.29 77,496,661

5.75
1,075.00 80,625,000

4 日本 株式 森永製菓 食料品 141,000
572.06 80,659,967

5.70
567.00 79,947,000

5 日本 株式 新東工業 機械 85,900
998.73 85,791,153

5.50
899.00 77,224,100

6 日本 株式 ニチアス
ガラス・土石

製品
81,000

743.64 60,234,458
5.04

873.00 70,713,000

7 日本 株式 帝国繊維 繊維製品 47,700
1,467.94 70,020,914

4.65
1,369.00 65,301,300

8 日本 株式 コクヨ その他製品 39,600
1,281.42 50,744,098

4.09
1,448.00 57,340,800

9 日本 株式
日本デジタル研究

所
電気機器 40,200

1,640.24 65,937,481
4.01

1,398.00 56,199,600

10 日本 株式 ノーリツ 金属製品 23,200
1,940.54 45,020,478

3.58
2,163.00 50,181,600

11 日本 株式

パラマウントベッ

ドホールディング

ス

その他製品 10,800
3,548.31 38,321,742

3.43
4,450.00 48,060,000
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12 日本 株式 立花エレテック 卸売業 43,100
1,330.36 57,338,451

3.34
1,088.00 46,892,800

13 日本 株式 養命酒製造 食料品 25,200
1,896.65 47,795,550

3.31
1,842.00 46,418,400

14 日本 株式 太平電業 建設業 40,000
1,269.00 50,760,000

3.25
1,139.00 45,560,000

15 日本 株式 イエローハット 卸売業 18,700
2,646.97 49,498,328

3.22
2,415.00 45,160,500

16 日本 株式 天馬 化学 25,000
2,286.22 57,155,396

3.11
1,744.00 43,600,000

17 日本 株式 トーカイ サービス業 13,000
3,466.17 45,060,249

3.04
3,280.00 42,640,000

18 日本 株式
第一稀元素化学工

業
化学 13,700

3,239.91 44,386,816
2.99

3,060.00 41,922,000

19 日本 株式 マルゼン 金属製品 44,000
1,000.00 44,000,000

2.98
951.00 41,844,000

20 日本 株式
アサツー　ディ・

ケイ
サービス業 13,400

2,942.23 39,425,853
2.65

2,773.00 37,158,200

21 日本 株式
旭ダイヤモンド工

業
機械 41,000

1,249.53 51,230,534
2.64

902.00 36,982,000

22 日本 株式 村上開明堂 輸送用機器 13,000
2,206.22 28,680,906

1.24
1,340.00 17,420,000

　

種類別及び業種別投資比率

種類
国内／

外国
業種

投資比率

(％)

株式 国内 その他製品 15.42

　 　 卸売業 13.50

　 　 食料品 9.01

　 　 機械 8.14

　 　 金属製品 6.56

　 　 化学 6.10

　 　 ゴム製品 5.75

　 　 サービス業 5.69

　 　 ガラス・土石製品 5.04

　 　 繊維製品 4.65

　 　 電気機器 4.01

　 　 建設業 3.25

　 　 輸送用機器 1.24

合計 88.35

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

期 年月日
純資産総額(円)

(分配落)

純資産総額(円)

(分配付)

1口当たり

純資産額

(円)

(分配落)

1口当たり

純資産額

(円)

(分配付)

1期 (2015年10月15日) 1,204,650,647 1,207,823,801 1.1389 1.1419

　 2015年5月末日 1,118,895,984 ― 　 1.1184 ―　

　 2015年6月末日 1,128,571,405 ― 　 1.1194 ―　

　 2015年7月末日 1,165,352,613 ― 　 1.1388 ―　

　 2015年8月末日 1,192,343,601 ― 　 1.1442 ―　

　 2015年9月末日 1,173,823,637 ― 　 1.1126 ―　

　 2015年10月末日 1,333,092,561 ― 　 1.1580 ―　

　 2015年11月末日 1,374,770,092 ― 　 1.1878 ―　

　 2015年12月末日 1,367,491,487 ― 　 1.1606 ―　

　 2016年1月末日 1,320,813,406 ― 　 1.1035 ―　

　 2016年2月末日 1,280,372,670 ― 　 1.0645 ―　

　 2016年3月末日 1,364,223,941 ― 　 1.1088 ―　

　 2016年4月末日 1,356,237,985 ― 　 1.0751 ―　

　 2016年5月末日 1,402,850,383 ― 　 1.1095 ―　

 

②【分配の推移】

期 計算期間
1口当たりの分配金

(円)

1期 自 2014年12月2日 至 2015年10月15日 0.0030

 

③【収益率の推移】

期 計算期間

前期末

1口当たり純資産

(分配落)円

当期末

1口当たり純資産

(分配付)円

収益率

％

1期 自 2014年12月2日 至 2015年10月15日 1.0000 1.1419 14.19

2期(中間期) 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 1.1389 1.0925 △ 4.07

（注）収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間

末の1口当たり純資産額（分配落の額。以下「前期末純資産額」という。）を控除した額を前期末純資

産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

 

(4)【設定及び解約の実績】

期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口)

1期 自 2014年12月2日 至 2015年10月15日 1,057,718,088 0

2期(中間期) 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 202,546,058 0

（注1）本邦外における設定および解約の実績はありません。

（注2）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/46



 

    次へ
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（参考情報）

運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１財務諸表」の末尾に、以下の中間財

務諸表が追加されます。

＜更新・追加＞

 

１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和５２

年大蔵省令第３８号）並びに同規則第３８条の３及び第５７条の２の規定により、「投資信託財産の計

算に関する規則」（平成１２年総理府令第１３３号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基

づいて作成しております。

 

２）中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

３）当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づいて、第２期中間計算期間（平成２

７年１０月１６日から平成２８年４月１５日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人

による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和３２年大蔵省令第１２号）第３条第１項に基

づく中間監査を受けております。
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中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第1期計算期間末
(平成27年10月15日現在)

第2期中間計算期間末
(平成28年4月15日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託 － 164,527,273

コール・ローン 157,439,069 －

株式 1,081,428,900 1,214,149,100

未収配当金 6,483,500 11,091,600

未収利息 43 －

流動資産合計 1,245,351,512 1,389,767,973

資産合計 1,245,351,512 1,389,767,973

負債の部

流動負債

未払収益分配金 3,173,154 －

未払受託者報酬 186,627 286,808

未払委託者報酬 36,874,609 11,902,532

その他未払費用 466,475 716,908

流動負債合計 40,700,865 12,906,248

負債合計 40,700,865 12,906,248

純資産の部

元本等

元本 ※1 1,057,718,088 ※1 1,260,264,146

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 146,932,559 116,597,579

（分配準備積立金） 135,962,222 135,962,222

元本等合計 1,204,650,647 1,376,861,725

純資産合計 1,204,650,647 1,376,861,725

負債純資産合計 1,245,351,512 1,389,767,973
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（2）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第1期中間計算期間
自　平成26年12月2日
至　平成27年6月1日

第2期中間計算期間
自　平成27年10月16日
至　平成28年4月15日

営業収益

受取配当金 8,440,950 16,503,000

受取利息 11,400 4,795

有価証券売買等損益 143,355,228 △58,588,661

その他収益 94 281

営業収益合計 151,807,672 △42,080,585

営業費用

受託者報酬 209,947 286,808

委託者報酬 34,215,678 11,902,532

その他費用 524,747 716,908

営業費用合計 34,950,372 12,906,248

営業利益又は営業損失（△） 116,857,300 △54,986,833

経常利益又は経常損失（△） 116,857,300 △54,986,833

中間純利益又は中間純損失（△） 116,857,300 △54,986,833

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

－ －

期首剰余金又は期首欠損金（△） － 146,932,559

剰余金増加額又は欠損金減少額 3,662,550 24,651,853

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

3,662,550 24,651,853

剰余金減少額又は欠損金増加額 － －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 120,519,850 116,597,579
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（3）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第2期中間計算期間

自　平成27年10月16日

至　平成28年4月15日

1．有価証券の評
価基準及び評
価方法

(1)「株式」

　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについて
は、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。

2．収益及び費用
の計上基準

(1)「受取配当金」

　受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち
日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額も
しくは予想収益分配金額を計上しております。

　 (2)「有価証券売買等損益」

約定日基準で計上しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）　　

区分
第1期計算期間末 第2期中間計算期間末

(平成27年10月15日現在) (平成28年4月15日現在)

※1 中間計算期間末日における受
益権の総数

1,057,718,088口 1,260,264,146口

2 1口当たり純資産額 1.1389円 1.0925円

　 （1万口当たり純資産額） (11,389円) (10,925円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期中間計算期間 第2期中間計算期間

自　平成26年12月2日 自　平成27年10月16日

至　平成27年6月1日 至　平成28年4月15日

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

 金融商品の時価等に関する事項

区分

第2期中間計算期間

自　平成27年10月16日

至　平成28年4月15日

1．貸借対照表計上額、
時価及びその差額

当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評価
しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりませ
ん。

2．時価の算定方法 ①有価証券

　有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算
定方法については、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。

　 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　 　上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評
価しております。

 

（その他の注記）

1．元本の移動

区分

第1期計算期間 第2期中間計算期間

自　平成26年12月2日 自　平成27年10月16日

至　平成27年10月15日 至　平成28年4月15日

期首元本額 833,439,511円 1,057,718,088円

期中追加設定元本額 224,278,577円 202,546,058円

期中一部解約元本額 － －

 

2．デリバティブ取引関係

第1期計算期間 第2期中間計算期間

自　平成26年12月2日 自　平成27年10月16日

至　平成27年10月15日 至　平成28年4月15日

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２ファンドの現況」については、以下

のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

（平成28年５月31日現在）

Ⅰ　資産総額 1,406,209,628 円

Ⅱ　負債総額 3,359,245 円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,402,850,383 円

Ⅳ　発行済口数 1,264,442,063 口

Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1095 円

 

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

20/46



第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（1）資本金の額（平成27年10月末日現在）

（略）

（2）委託会社の機構（平成27年10月末日現在）

①～②（略）

＜訂正後＞

（1）資本金の額（平成28年５月末日現在）

（略）

（2）委託会社の機構（平成28年５月末日現在）

①～②（略）

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

　原届出書　「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況」につ

いては、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと

もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委

託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい

ます。

・投資助言・代理業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募

に関する第二種金融商品取引業

委託会社の運用する投資信託は平成28年５月31日現在次の通りです。

（ただし、親投資信託を除きます。）

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 29 189,846

単位型株式投資信託 ４ 2,728

合計 33 192,574

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第346号

加入協会 ／ 日本証券業協会　一般社団法人投資信託協会

　　　　　　一般社団法人日本投資顧問業協会

　　　　　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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３【委託会社等の経理状況】

　原届出書　「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３委託会社等の経理状況」について

は、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

 

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規

則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第10期事業年度（平成27年４月１日から平成28年３月

31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

（資産の部）     

　流動資産     

　　現金・預金  4,478  5,414

　　預託金  500  500

　　未収委託者報酬  298  393

　　未収投資顧問料  534  775

　　前払費用  31  66

　　未収収益  31  27

　　未収入金  4  6

　　繰延税金資産  128  258

　　その他  2  -

　　流動資産合計  6,009  7,442

　固定資産     

　　有形固定資産     

　　　建物 ※２ 61 ※２ 1

　　　工具、器具及び備品 ※２ 39 ※２ 14

　　　有形固定資産合計  100  16

　　無形固定資産     

　　　ソフトウェア  5  4

　　　無形固定資産合計  5  4

　　投資その他の資産     

　　　差入保証金  27  153

　　　長期前払費用  3  2

　　　投資その他の資産合計  31  156

　　固定資産合計  137  176

　資産合計  6,147  7,619

（負債の部）     

　流動負債     

　　預り金  73  147

　　未払手数料  53  76

　　その他未払金 ※３ 1,020 ※３ 1,692

　　未払法人税等  148  234

　　未払消費税等  13  104

　　前受金  271  -

　　資産除去債務  -  37

　　流動負債合計  1,581  2,292

　固定負債     

　　資産除去債務  37  -

　　繰延税金負債  9  -

　　固定負債合計  46  -

 特別法上の準備金     

　　金融商品取引責任準備金 ※１ 0 ※１ 0

　　特別法上の準備金合計  0  0

　負債合計  1,627  2,292
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

（純資産の部）     

　株主資本     

　　資本金  2,500  2,500

　　資本剰余金     

　　　資本準備金  27  27

　　　その他資本剰余金  19  19

　　　資本剰余金合計  47  47

　　利益剰余金     

　　　利益準備金  120  240

　　　その他利益剰余金     

　　　　繰越利益剰余金  1,853  2,539

　　　利益剰余金合計  1,973  2,779

　　株主資本合計  4,520  5,326

　純資産合計  4,520  5,326

負債純資産合計  6,147  7,619
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(2)【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

営業収益     

　委託者報酬  1,405  2,779

　投資顧問料収入  2,497  3,110

　受入手数料  423  364

　その他営業収益  4  4

　営業収益計  4,330  6,257

営業費用     

　支払手数料  227  664

　広告宣伝費  64  154

　調査費  152  149

　委託計算費  17  19

　営業雑経費     

　　通信費  13  14

　　印刷費  5  13

　　協会費  8  9

　　諸会費  1  2

　　その他  2  2

　営業費用計  493  1,029

一般管理費     

　給料  947  1,228

　　役員報酬  55  48

　　給料・手当  607  643

　　賞与  283  537

　旅費交通費  78  107

　事務委託費 ※１ 267 ※１ 336

　業務委託費  250  283

　不動産賃借料  69  98

　租税公課  23  43

　固定資産減価償却費  33  87

　交際費  12  17

　諸経費  63  72

　一般管理費計  1,747  2,275

営業利益  2,088  2,952

営業外収益     

　受取利息  1  1

　受取賃貸料  5  15

　為替差益  114  -

　雑収入  1  0

　営業外収益計  122  18

営業外費用     

　為替差損  -  19

　雑損失  0  1

　営業外費用計  0  21

経常利益  2,211  2,949

特別損失     

　金融商品取引責任準備金繰入額  0  0

　特別損失計  0  0
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

税引前当期純利益  2,211  2,949

法人税、住民税及び事業税  856  1,081

法人税等調整額  △130  △138

法人税等合計  726  943

当期純利益  1,484  2,006
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(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

（単位：百万円）

株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 27 19 47 － 1,688 1,688 4,235 4,235

当期変動額         

剰余金の配当      △1,200 △1,200 △1,200 △1,200

配当に伴う利益準備金
積立額

    120 △120 － － －

当期純利益      1,484 1,484 1,484 1,484

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
         

当期変動額合計 － － － － 120 164 284 284 284

当期末残高 2,500 27 19 47 120 1,853 1,973 4,520 4,520
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当事業年度(自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)

（単位：百万円）

株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 27 19 47 120 1,853 1,973 4,520 4,520

当期変動額         

剰余金の配当      △1,200 △1,200 △1,200 △1,200

配当に伴う利益準備金
積立額

    120 △120 － － －

当期純利益      2,006 2,006 2,006 2,006

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
         

当期変動額合計 － － － － 120 696 806 806 806

当期末残高 2,500 27 19 47 240 2,539 2,779 5,326 5,326
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重要な会計方針

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券　

時価のあるもの

 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平

均法により算定しております。）

　時価のないもの 総平均法に基づく原価法

 
２. 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法）
を採用しております。

　　　　　　なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
　　　　　　建物　　　　　　　　　　　８年～18年
　　　　　　工具、器具及び備品　　　　４年～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

 
３. 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

 
４. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

②  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③  連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

会計方針の変更

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会

計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法

に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しており

ます。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会計基準第57－４

項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

会計上の見積りの変更

耐用年数の変更

　当社は、取締役会で本社移転に関する決議をいたしました。

　この本社移転に伴い利用見込みのない建物附属設備等につきまして、移転予定日までの期間で減価償

却が完了するように当事業年度に耐用年数を変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ62百万円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)
※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。
　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５

 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
は、次のとおりであります。

　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５

 
※２．有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　建　物　　　　　　　 28百万円
　　　　　　　　　　工具、器具及び備品　 46百万円
　

※２．有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　建　物　　　　　　　 88百万円

　工具、器具及び備品 　71百万円

※３．関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 654百万円

　

※３．関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 966百万円

　 　

 

（損益計算書関係）

 
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

※１．関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 223百万円

※１．関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 261百万円

　
　 　

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成26年３月31日 平成26年６月26日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成27年３月31日 平成27年６月25日

 

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,000 － － 50,000
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２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額　　　　

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成27年３月31日 平成27年６月25日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 2,000 利益剰余金 40,000 平成28年３月31日 平成28年６月30日

 

（リース取引関係）

　前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

　　　該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー

等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運

用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用で

あることから、極めて限定的であると判断しております。

また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営

業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利

用してヘッジする予定にしております。

有価証券及び投資有価証券は、主にシードマネーとしてのファンド等時価のある有価証券であり、市場価

格の変動リスクに晒されておりますが、「自己資金運用規程」に基づき、毎月時価を把握し、取締役会に報

告しております。

 

 (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成27年３月31日）
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（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金・預金 4,478 4,478 －

(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 298 298 －

(４) 未収投資顧問料 534 534 －

(５) 未収収益 31 31 －

資産計 5,843 5,843 －

(１) 未払手数料 53 53 －

(２) その他未払金 1,020 1,020 －

負債計 1,074 1,074 －

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負 債

(１) 未払手数料、（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金・預金 4,478 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 298 － － －

未収投資顧問料 534 － － －

未収収益 31 － － －

合計 5,843 － － －

 

当事業年度（平成28年３月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金・預金 5,414 5,414 －

(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 393 393 －

(４) 未収投資顧問料 775 775 －

(５) 未収収益 27 27 －

資産計 7,111 7,111 －

(１) 未払手数料 76 76 －

(２) その他未払金 1,692 1,692 －

負債計 1,769 1,769 －

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負 債

(１) 未払手数料、（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金・預金 5,414 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 393 － － －

未収投資顧問料 775 － － －

未収収益 27 － － －

合計 7,111 － － －

 

 

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

　
前事業年度

（平成27年３月31日）
　

当事業年度
（平成28年３月31日）

繰延税金資産 　　 　
　繰越欠損金 139百万円　 137百万円
　資産除去債務 11 　 11
　未払事業税 31  73
　未確定債務否認 97 　 172
　金融商品取引責任準備金 0  0
　その他 -  10

　繰延税金資産小計 280 　 405
　評価性引当額　 △151 　 △147

繰延税金資産合計 　　  128 　 　　  258

繰延税金負債  　  
資産除去債務に対応する資産計上額 9 　 0

繰延税金負債合計 9 　 0

繰延税金資産の純額 119 　 258
 
 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　
前事業年度

（平成27年３月31日）
　

当事業年度
（平成28年３月31日）

法定実効税率 35.6％ 　　法定実効税率と税効
果会計適用後の法人税
等の負担率との間の差
異が法定実効税率の
100分の５以下である
ため注記を省略してお
ります。

　（調整）   
　税率変更による差異等 0.4 　
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 　
　住民税均等割 0.1 　
　評価性引当金の増減 △3.6  

　　その他 0.1 　

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.8 　

　

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等
の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始す
る事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.30％から平成28年４月１日に開始する事業年度
及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86％に、平成
30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62％となりま
す。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は12百万円減少

し、法人税等調整額が同額増加しております。
 

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

前事業年度末（平成27年３月31日）

重要性がないため、記載を省略しております。

当事業年度末（平成28年３月31日）
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重要性がないため、記載を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

　前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ サービスごとの情報

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計

1,940 1,170 842 344 32 4,330

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。
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３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

SPARX Overseas Ltd. 842 投信投資顧問業

A社（注） 658 投信投資顧問業

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

 

当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１ サービスごとの情報

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計

3,627 1,717 528 303 79 6,257

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

A社（注） 740 投信投資顧問業

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

　　　

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

　該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

　該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　該当事項はありません。
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当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

　該当事項はありません。

 

[関連当事者情報]

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

スパーク

ス ・ グ

ループ株

式会社

東京都
品川区

8,517
純粋持株

会社

（被所有）

直接100

グ ル ー プ

管理会社

業務委託

（注１）

（注２）

223 未払金 83

運用報酬

等の受取

（注１）

（注２）

132
未収投資

顧問料
24

配当金の

支払
1,200 － －

連結納税

による個

別帰属額

568 未払金 569

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(千米

 ドル)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の
親会社
をもつ
会社

SPARX

Overseas

Ltd.

バ
ミュー
ダ諸島

1,562
千米ドル

資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
804

未収投資

顧問料
86

販売会社
手数料の受取
（注１）

33 未収収益 7

SPARX Asia

Capital

Management

Limited

ケイマ
ン諸島

25,001
千米ドル

資産運用業 なし
海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
4

未収投資

顧問料
－

スパークス・ア

セット・トラス

ト＆マネジメン

ト株式会社

東京都
品川区

100
百万円

資産運用業 なし

業務の委託

業務委託報酬
の支払
（注１）
（注２）

24 未払金 23

本社事務所の
賃貸

賃貸料の受取
（注１）
　（注２）

5 未収入金 1

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

２　親会社に関する注記

　親会社情報

　　スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場）

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

38/46



当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

スパーク

ス ・ グ

ループ株

式会社

東京都
品川区

8,575
純粋持株

会社

（被所有）

直接100

グ ル ー プ

管理会社

業務委託

（注１）

（注２）

261 未払金 77

運用報酬

等の受取

（注１）

（注２）

447
未収投資

顧問料
181

配当金の

支払
1,200 － －

連結納税

による個

別帰属額

759 未払金 759

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金
事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)

（注２）

科目

期末残高

(百万円)

（注２）

同一の
親会社
をもつ
会社

スパークス・
グリーンエナ
ジー＆テクノ
ロジー株式会
社

東京都
品川区

25百万円

再生可能エ
ネルギーに
おける発電
事業及びそ
のコンサル
ティング

なし
本社事務所の
賃貸

賃貸料の受取
（注１）
（注２）

7 未収入金 2

スパークス・ア

セット・トラス

ト＆マネジメン

ト株式会社

東京都
品川区

100百万円 資産運用業 なし

業務の委託
業務委託報酬
の支払

（注１）
37 未払金 30

本社事務所の
賃貸

賃貸料の受取
（注１）

8 未収入金 2

SPARX

Overseas

Ltd.

バ
ミュー
ダ諸島

1,562
千米ドル

資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
500

未収投資

顧問料
94

業務の委託
業務委託報酬
の受取

（注１）
4 未収入金 1

販売会社
手数料の受取
（注１）

24 未収収益 4

SPARX Asset

Management

Korea Co.,

Ltd.

韓国
ソウル

4,230百万
韓国ウォン

資産運用業 なし
海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
17

未収投資

顧問料
7

SPARX Asia

Investment

Advisors

Limited

中国
香港
特別
行政区

3,100千
香港ドル

資産運用業 なし

運用の委託
運用助言報酬
の支払

（注１）
3 未払金 1

業務の委託
業務委託報酬
の支払

（注１）
48 未払金 22

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
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２　親会社に関する注記

　親会社情報

　　スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場）

 

（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

(自　平成26年４月１日 (自　平成27年４月１日

　至　平成27年３月31日) 　至　平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 90,408円31銭 １株当たり純資産額 106,534円78銭

１株当たり当期純利益金額 29,699円13銭 １株当たり当期純利益金額 40,126円46銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度末

(平成27年３月31日)
当事業年度末

(平成28年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 4,520 5,326

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 4,520 5,326

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

50,000 50,000
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（注）２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,484 2,006

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,484 2,006

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000 50,000

 

（重要な後発事象）

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

　　　　該当事項はありません。
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５【その他】

＜訂正前＞

平成27年6月24日に開催の定時株主総会にて、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）

が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等ではない取締役及び社外監査役でない監査役との

間に責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役について責任限定

契約を締結できるようにするため、定款第27条に取締役の責任免除に関する条項を、第32条に監査役の責

任免除に関する条項を新たに新設する旨の定款の一部変更決議を行っております。

＜訂正後＞

（1）定款の変更等

 平成28年５月25日付で、以下のとおり定款の変更をいたしました。

・本店の所在地を「東京都品川区」から「東京都港区」に変更いたしました。

（本店移転日は平成28年６月13日）

（2）訴訟事件その他の重要事項

 該当事項はありません。

 

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

　原届出書　「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況　１名称、資本金の額及び事業

の内容」については、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

①受託会社

名称　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額　　324,279百万円（平成28年３月末日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼

営法）に基づき、信託業を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額　　10,000百万円（平成28年３月末日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼

営法）に基づき、信託業を営んでいます。

再信託の目的　原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託

受託会社（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の

すべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

②販売会社

名称
資本金の額

（平成28年３月末日現在）
事業の内容

マネックス証券株式会社 12,200百万円
金融商品取引法に基づき、第一種金
融商品取引業を営んでいます。

東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に基づき、第一種金
融商品取引業を営んでいます。

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円
金融商品取引法に基づき、第一種金
融商品取引業を営んでいます。

髙木証券株式会社 11,069百万円
金融商品取引法に基づき、第一種金
融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社 7,495百万円
金融商品取引法に基づき、第一種金
融商品取引業を営んでいます。
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株式会社静岡銀行 90,845百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
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独立監査人の監査報告書

平成２８年６月２９日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 森　重　　俊　寛

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊　藤　　雅　人

 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１０期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２８年３月３１日現在
の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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    次へ
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独立監査人の中間監査報告書

 平成２８年６月１０日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　森重 俊寛

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　伊藤 雅人

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

ンドの経理状況」に掲げられているスパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの平成２７

年１０月１６日から平成２８年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と

して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか

どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実

施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に

より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠して、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの平成２８年４月１５

日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２７年１０月１６日から平成

２８年４月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間

には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。

ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

46/46


	表紙
	本文
	１．有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	２．訂正の内容
	第一部証券情報
	（1）ファンドの名称

	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況
	１ファンドの性格
	（1）ファンドの目的及び基本的性格
	（3）ファンドの仕組み

	２投資方針
	（3）運用体制

	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	（5）課税上の取扱い

	５運用状況
	(1)投資状況
	(2)投資資産
	①投資有価証券の主要銘柄
	②投資不動産物件
	③その他投資資産の主要なもの

	(3)運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移

	(4)設定及び解約の実績


	第３ファンドの経理状況
	（1）中間貸借対照表
	（2）中間損益及び剰余金計算書
	（3）中間注記表
	２ファンドの現況




	純資産額計算書
	第三部委託会社等の情報
	第１委託会社等の概況
	１委託会社等の概況
	２事業の内容及び営業の概況
	３委託会社等の経理状況
	(1)貸借対照表
	(2)損益計算書
	(3)株主資本等変動計算書

	５その他

	第２その他の関係法人の概況
	１名称、資本金の額及び事業の内容



	監査報告書

